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かつて日本には大日本帝国憲法というものがあったが、57 年間続いて廃止になった。今日の目

でみると、かなり粗雑で法律としての体をなしていない。戦前の人に聞いても、教育勅語は暗誦

させられたけど帝国憲法はほとんど教えられなかったというから、重要視されなかったことがわ

かる。欧米への体裁で作ったものだし、伊藤博文は老練な政治家ではあったが、法学を学んだわ

けでもないから、これもしかた無いだろう。 

これに比べて、日本国憲法は見事な体系性を持っており、法律条文としては、はるかに完成度

の高いものだ。これが、軍人の集まりに過ぎない GHQ から出された草案に基づいているとは驚く

しかない。GHQ 民生局は、実は、法学者集団であり、日本国憲法は、当時の最高水準の法学的英

知を結集したものであった。民生局長ホイットニー准将は法学博士でもあったくらいだ。当然、

同時期に作られた国連憲章とも関連がある。 

１　国連憲章と日本国憲法の関係 

日本国憲法と国連憲章の前文を比較してみよう。 

日本国憲法は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意

し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」と先の大戦に関する深い

反省と人権を基礎とすることへの移行を宣言している。 

国連憲章は、「われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人

類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小

各国の同権とに関する信念をあらためて確認し」と、やはり大戦の反省と人間の尊厳を共通の価

値観とすることを強調している。 

人としての権利=人権を価値観の基礎に据え、平和と民主主義実現を目指す考え方は両者に共通

したものと言える。この他にも日本国憲法と国連憲章は相補性を持っており、同じ考え方に基づ

いたものだと考えられる所が多い。日本国憲法は GHQ 民生局次長の Charles L. Kades 大佐が中心

となって起案したとされているが、この人は徴兵された法学者である。ハーバード大学大学院で

学び、ルーズベルト大統領のニューディール政策を担当している。この人も GHQ 民生部に配置さ

れた優れた法学者の一人だ。 

国連憲章を起案したのは米国務省特別政務室長の Alger Hiss だが、この人も Charles L. Kades 大

佐と同じ年（1926)にハーバード大学法科大学院に入っているから同級生だ。ニューディール政策

で政府機関入りをしているのも共通だから、年来の同僚ということになる。国連憲章と日本国憲

法は、こうした人的つながりからも密接な関係がある。Alger Hiss はヤルタ会談からサンフランシ

スコ会議で事務局を率い、国連憲章を起草しただけでなく、国連の枠組みも彼の手によるところ

が大きい。国連の生みの親とも言える。 

２　国連の安全保障  

国連憲章の平和に関する考え方は、国連憲章２条４項に示されているように、「すべての加盟

国は、その国際関係において、武力よる威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治

的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎ま

なければならない。」と、武力行使を全面的に否認する立場だ。 



これは、日本国憲法では 9 条１項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に

希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段と

しては、永久にこれを放棄する。」と示されている。 

日本国憲法 9 条 2項では、それを具体化するために「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな

い。国の交戦権は、これを認めない。」と軍備の放棄と交戦権の否定を定めているが、国連憲章

はこれにどう対応しているのだろうか。 

国連では、平和を守るために「集団安全保障」という考え方をする。これは集団的自衛権とは

全く異なる。集団的自衛権=軍事同盟、集団安全保障=相互制裁協定とすれば、わかりやすいかも

しれない。 

一国が単独で自国の安全を保障しようとすれば、他国に優る軍事力を持つ以外に方策はない。

各国が皆これを追求すれば、際限ない軍拡を引き起こす。二度にわたる世界大戦はこうした軍拡

競争の結果とも言える。古くからこれを補う方法として軍事同盟が考えられていた。しかし、軍

事同盟は、仮想敵国を想定して対立を深めるばかりであり、双方の軍事同盟が広がることで、よ

り深刻な大戦争になる結果を引き起こした。 

「集団案全保障」は、もし加盟の一国が他国を侵略したりする非道を働いた場合、他のすべて

の国が一丸となってこれに対処することを前もって約束する仕組みだ。仮想敵国を作らず、自ら

制裁を受け入れることを表明する協定になる。国連加盟により、各国はこの協定に参加すること

になり、この運営は安全保障理事会が担っている。 

こうした仕組みが機能すれば、どの国も他国に優る軍事力の必要が無くなり、軍拡競争の連鎖

を断ち切ることができる。軍事力を低減した国の安全も保障することができる。これが国連の目

指す方向性なのだ。日本国憲法９条２項は最も先進的にこうした国連の目標を実践しようとする

ものであったと言える。逆に、憲法９条の文言が現実性をもっているのは、軍備がなくとも国の

安全が保障されるという、国連機構の存在に基づいている。国連憲章と日本国憲法は相互に強い

関連性を持っていることがわかる。 

３　自衛権をどう考えるか 

軍備と戦争は必ず自衛という形で現れる。国連が世界の恒久的な平和のために集団安全保障の

体制を取るということは、集団的自衛権は勿論のこと、各国の個別自衛権をも基本的に否定する

立場であることを示している。将来的には世界から軍備をなくして行くことを目指しているのだ。

こうした国連の示す道筋を一国の憲法として体現したものが、日本国憲法第 9 条ということにな

る。国連を基盤とする限り、よく言われるように国家は、個人の自衛権と同じく、永遠不滅の自

衛権を持っているなどという議論は成り立たない。 

そもそも個人の自衛権なるものも、少なくとも日本では認められていない。アメリカでは、個

人の自衛権を認める立場で、銃の保有を許可している。腕力の強い相手に対して、自衛するため

には銃の保持が必須だからだ。アメリカの銃保持論者がいつも言うことは、「警察が来るのが間

に合うとはかぎらない。銃なしで君はどうやって家族を守れるというのか」である。 

日本人は経験からも個人の自衛権を放棄したほうが却って安全であることを理解している。個

人の自衛権に固執するのは過去の考え方であり、人類の進歩は、個人の自衛権を放棄する方向に

ある。アメリカでもそうした道が模索されているところだ。実は国家にしてもまた同じ事が言え



る。国連に依拠して自衛権を放棄していくのが文明の進む道である。日本国は世界に先駆けて、

憲法 9 条で国連の目指すところを実践しようとしたのだ。 

自衛権の議論では、軍事技術の発達も考慮に入れなければならない。ミサイルなどの兵器が発

達してしまった現在、隣接する国から発射されたミサイルは短時間で目標に到達してしまい、こ

れを防ぐ手立てはない。社会は発達した交通網や通信網に大きく依存するようになっており、戦

時体制の構築も実際上はできない。すべての国は貿易に大きく依存するようになっており、戦争

で貿易が途絶えただけでも経済が崩壊する。こういったことから、もはや、武力による侵略も、

武力による自衛も現実的なものでなくなったと言える。軍備は、実際の役には立たず、軍事産業

の利益を保護するだけのものとなっている。この現実に直面して、アメリカでさえ、軍備の縮小

を始めているくらいだ。

４　国連と日本国憲法のその後  

しかしながら、歴史の進歩は平坦ではない。国連と日本国憲法は共に様々な苦難を強いられる

ことになった。日本では、国連憲章の起草者が Alger Hiss であったこともあまり語られない。実は、

Alger Hiss とその他の政府機関スタッフの１３人が、共産党の秘密党員だったとしてその後排斥さ

れたのである。Alger Hiss自身はスパイだということで査問され、結局、５年の実刑を受け、弁護

士資格も剥奪された。 

ソ連の崩壊後暴露された機密文書でも、スパイ行為の事実はなく、密告者が自己の密告価値を

高めるための虚偽であった可能性が高い。証拠とされた文書の内容も何等秘密となるものではな

かったのだが、秘密だということで、中身を十分公開しないまま、秘密保護法違反の判決が下さ

れた。日本でも問題になっている秘密保護法というのは、このような使われ方をするものだとい

うことを認識する必要がある。 

1975 年になって、「秘密文書」がでっち上げであったことがわかり弁護士資格の回復は果たし

たが、いまも完全な名誉回復はされていない。起草者のことを語ってしまうと、アメリカは、国

連設立が共産主義者の陰謀であったという立場に立っている事になるし、事実、軍事同盟を広げ、

G5、G7 といった国連を外れた枠組みを推進するようになった。 

日本国憲法も歴代自民党政府によって、蹂躙されて行くようになった。その後の日本政府は自

衛権を固有の権利とする立場を取り、自衛は軍備ではないという屁理屈で軍備を拡大した。そし

て最近は歴史の流れに逆らって、自衛の範囲を集団的自衛権にまで拡張しようとしている。 

５　集団的自衛権の問題  

日本政府によれば、集団的自衛権（right of collective self-defense）は「自国と密接な関係にある

外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する

権利」である。自衛は武力ではないという立場での言い回しだが、普通に言えば軍事同盟に基づ

いて他国の戦争に参戦する権利ということになる。ここまで拡張すれば、任意戦争権と同じよう

なものである。かつて日本は満州国を作りこれを足場にしてさらなる中国侵略を進めた。日満議

定書は、 

「日本國及滿洲國ハ締約國ノ一方ノ領土及治安ニ對スル一切ノ脅威ハ同時ニ締約國ノ他方ノ安

寧及存立ニ對スル脅威タルノ事實ヲ確認シ兩國共同シテ國家ノ防衞ニ當ルベキコトヲ約ス之ガ爲

所要ノ日本國軍ハ滿洲國内ニ駐屯スルモノトス」 



とまさに集団的自衛権をその侵略戦争の正当化の根拠としている。集団的自衛権なるものを認

めれば、あらゆる戦争が正当化されてしまう結果になる。集団的自衛権の導入が、これまで政府

が取ってきた自衛力は武力ではないといった憲法解釈すら崩してしまい、立憲主義の根本に抵触

することから改憲論者からも批判が起るのは当然である。このような「権利」が国連憲章でも認

められているという主張が、自民党政府によってなされているが、こういった「権利」は国連の

設立趣旨に反することは、明らかである。 

６　国連憲章 51 条の経緯  

しかしながら、国連憲章が、個別的・集団的自衛権を容認する文言を持っていることもまた事

実ではある。 

第 51 条は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合に

は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団

的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、

直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の

平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく権能及

び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」 

と、集団的自衛権を容認する文言になっている。実際、集団的自衛権という文言は国連憲章で

初めて使われたものである。しかし、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措

置をとるまでの間」という限定をつけており、その後の安全保障理事会による処置より下に位置

付けている点もあって、手放しで奨励しているものではなく、非常に限定的に仕方なく認めてい

ることがわかる。国連の主旨を損なう恐れのある 51 条には経緯があり、実は国連憲章の原案には

入っていなかったものだ。 

国連憲章は 1944 年 9月にワシントン DC郊外にあるダンバートン・オークス邸で起草された。

しかし、ここでは完全な合意に至らず、1945 年 6月のサンフランシスコ会議で最終的に署名され

た。何が問題になったかというと、安全保障理事会の採決方法であった。サンフランシスコ会議

では５大国の拒否権が導入された。国連憲章の第 2 条 1項には「そのすべての加盟国の主権平等の

原則」を謳っているが、5 大国の拒否権は明らかにこれに反する。 

アメリカでは、「大統領の権限を他国にゆだねるようなものだ」と、国連加盟に反対する意見

が強かった。アメリカは国際連盟にも加盟していない。結果的にはわずか 6週間の審議で加盟を

決議した。世界大戦の惨禍を前にして、何とかしなければいけないという機運の高まりが、伝統

的なアメリカの姿勢を覆したのだ。拒否権はアメリカ議会をなだめるための妥協だった。しかし、

議会保守派には、Alger Hiss 一派にしてやられたとの悔悟が残った。これが、Alger Hiss たちを陥

れる動機にもなったのだろう。 

その結果、大国の拒否権によって集団安全保障機能が麻痺するという危惧が出てきた。ラテン

アメリカ諸国は、チャプルテペック規約に署名し、第二次世界大戦終了後に相互援助条約を締結

することを約束していた。こういった地域的な集団安全保障も５大国の承認なしには動けなくな

る。この危惧は、援助義務を約束したアラブ連盟規約に署名したアラブ諸国にも共有されていた。

 

地域的集団安全保障についての議論が行われたがうまく合意することができなかった。 52 条で



は「地域的取り決め又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は

機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。」と、地域的な集団

安全保障を認めることにしているが、53 条では、「いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可

がなければ、地域的取極に基づいて又は地域的機関によってとられてはならない。」と結局これ

を否定している。 

地域的取きめによる安全保障の代わりということで、51 条を入れることをアメリカが主張して

決着したのが現在の国連憲章である。小国の集まりとなる地域的取り決めに代わって、大国も利

用しやすい集団的自衛権を部分的であれ、容認する条項とした。これは地域を飛び越えた軍事同

盟に道を開くものであったし、事実、北大西洋条約機構や日米安保条約など、その後のアメリカ

の国際政策は大きく、この条項に依存し、またソ連もワルシャワ条約を結んで冷戦の体制が築か

れていった。 

国連憲章 51 条の集団的自衛権は、大国の権限を容認しなければ発足が難しかったという歴史的

経緯から、やむを得ず限定的に許容されたものであり、国連本来の主旨からは、消滅して行かね

ばならないものである。冷戦構造が消滅した今日、軍事同盟の解消が言われており、国連の目指

す平和な世界の実現を進めるべき時であるにもかかわらず、日本が集団的自衛権を持ち出すのは、

まったく歴史に逆行する行為と言えよう。 

７　終わりに 

アメリカは、国連を都合よく利用しようとしたが、Alger Hiss たちにより設立された国連は、ア

メリカの思い通りになるものではなかった。軍事同盟や、Ｇ５、Ｇ７といった別の枠組みを作り

出すことで、国連をないがしろにしてきたことは、日本国憲法が歴代自民党政府によってゆがめ

られて来たことと符合する。 

それでも、現在ほとんどの国が加盟する国連を無視して世界は成り立たなくなっているし、確

かに国連は半世紀以上も大戦争をくい止めてきた。日本国憲法が、日本政府の急速な軍拡の歯止

めになっているのも明らかである。日本国憲法は、わずか 57 年しか持たなかった大日本国憲法を

越えて、深く日本に定着してきており、もはや民主主義や人権も、言葉の上では改憲案でさえ消

すことは出来なくなっている。昨今の性急な改憲の動きは、こうした日本国憲法の浸透をくい止

めようとするあせりから生じているとも考えられる。人類は進歩しなくてはならない。粘り強く

改憲に抵抗し、日本国憲法を生き延びさせることが歴史に対する我々の貢献である。
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